
平成29年 8月 18日囀決言渡 .同 日原本慎収 裁判断書記官

平成27年u鷹408号 土地所有権薇

“

請求事件 :

口頭弁綸終結日 平成29年 6月 も日

判      「   決

・   埼玉県東松山市神明町―丁目15番 38号

原   告 日 中 久 男

埼玉県東松山市松葉町一丁目1番 58号

被        告  東  松   山  市

上 記 代 表 者 市 r森  田  光  ―

上 記 指 定 代 理 人  福  島  智  之

岡    松 崎 一 祐

厠   ・大 谷 幸 夫

主         文

1 原告の請求を楽却する|

2 訴訟費用は原告の負担とするJ.

事 実 及 び 理 由

第1 請求

埼玉県東松山市神明町1丁 目5033番 15のうち,別紙地積測量国ABC

.DEAを結んだ籠田 (宅地14.91ビ (計算値),実測値12.53ば)は原

・ 告の所有であることを確認するぉ

第2 事案の概要

本件は,原告が,所有していた埼玉県東松山市神明町1丁 目5033番 4か

.ら分筆した同5033番 15の土地 (以下「5033番 15の土地」という。)

について,被告所有地との間の発界付近の別紙地積測量国ABバAを結んだ範

日 (以下「本件土地」という。)は 5033番 15の土地に含まれていると主張

するとともに,原告が被告に対して5033番 15の土地を寄付した際の手続



に法令違反があるとして寄付行為の無効を主張し,本件土地を含む5033番

15の土地が原告の所有であることの確認を求めた事案である。

1 前提事実等 (末尾に饉拠を掲げた事実のほかは,当事者間に争いがない。)

(1)ア 原告は,平成 7年 12月 15日 当時,埼玉県東松山市神明町―丁目50

33番 4の土地 (以下「旧5033番 4の土地」という。)を所有していた。

イ :日 5033番 4の土地と接して市道 (第 7135号線。以下「本件市道」

という。)が存在していた。1日 5033番 4の土地と本件市道の境界線 (以

下「本件舞界線」という。)の形状については後記争点のとおり争いがある。

(2)ア 昭和 3.3年 5月 ,:日 5033番 4の土地は,埼玉県東松山市大字松山字

.神明町5033番の1の土地から分摯された.この際作成された測量図に

おいては,本件境界線は屈曲点がある形状で記載されている。(乙 1)

イ 昭和58年 1月 ,埼玉県東松山市神明町 1丁目において官民間で境界確

認が行われ,成果国が作成された。同成果国では,本件境界線の屈曲点部

分に丸印が記載されている。(乙 2)

ウ 平成 5年 6月 23日 ,原告の申請により,本件境界線の確認が行われ,

本件尭界線の屈曲点部分 (埼玉県東松山市神明町―丁目5031番地北側

と本件市道との間に設置された舞界標から北方向に14_ 78メ ー トルの

距離の部分)に境界標が確認されたらこの際には原告も立ち会っている。

(乙 3)

工 平成 6年 1月 頃,本件境界線付近で潤量が行われ,こ の際=本件境界線

・ ~に
ついては上記屈曲点部分 (埼玉県東松山市神明町―丁目5031番 地北

側と本件市道との間に設置された境界標から北方向に 14. 80メ ー トル

の距離の部分)が存在することを前提として本件境界線付近の測量がされ

た。(乙 4).

オ 平成6年 3月 17日 ,1日 5033番 4の土地付近の境界査定の申請が行

われ,本件境界線付近が測量されたが,上記屈曲点の存在を前提に測量が

ウ
“



された。 (乙 5)

(3ア 平成 6年 11月 ころ,埼玉県東松山市神明町自治会から本件市道の拡張

についての要望書が被告に提出された。同要望書には,神明町内の本件市

道の「道路拡幅 (4m)について同意する」として近隣住民の署名押印が

なされた文書が添付されており,原告も同文書に署名,押印した。(る 16)

.イ 平成7年 8月 23日 ころ,被告職員により境界確認の申請が行われ,本

件市道整備計画に伴い)測量調査による境界確認が行われることとなった。

本件市道の近膊住民の立会日時は平成 7年 9月 10日 とされた。(乙 6)

ウ 平成 7年 9月 9日 , 10日 付けで,本件市道と近鮮に所在する土地の境

界線について,同土地の所有者らとの間で,境界確認が行われた。この際

に承議書と題する書面に土地所有者らが署名,押印をしており,原告の署

名,押印も同書面に存在する。同書面には「平成 7年 9月 9日 , 10日 ,

東松山市道第7135号線東松山市神明町 1丁 目番地先の道路境界確認に

ついては,現地にて立ち会いし相違ないことを確認承諾いたします」との

文書が記載されている。 (乙 6)

工 本件市道については,平成 1年 9月 の市道と隣地の境界線を基準に,隣

地に 1.´ 00メ ー トルないし1.08メートルずつ拡張することとして丈

量目が作成された。(乙 6)

オ 平成 7年 10月 26日付けで本件境界線について,別紙地積測量国が作

成され,別紙地積測量田A,バの各点にコンクリー ト杭,Bの点に金属鋲,

C点,E点にはプラスチック杭,D点にはキザミの各存在が記載されてい

る。 (甲 2,乙 6)

(4)原告は,平成 7年 12月 15日 ころ,1日 5033番 4の土地の一部を被告

に対し寄付する旨の内容の書附採紳願 (乙 8`以下「本件寄付採納願」とい

う。)に署名「 押印し,被告に交付した。同書附採納願には,「不動車の明細」

欄が存在し,同欄には「神明町 1丁 目」「5033′番 4」 「宅地」「12●F.5
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3」 と記載され,上部に原告の実印による捨印が押擦されている。(乙 8)

(5)!日 5033番 4の土地は,平成 8年 1月 11日 ,埼玉県東松山市神明町 1

丁目5033番 4(地積 152.74■F。 以下「5033番 4の土地」とい

う。)及び5033番 15(地積 12.・ 53�)の土地に分筆された。503

3番 15の土地は,平成8年 1月 2・2日 ,平成 7年 12月 15日 寄付を原因

として被告に所有権移転登記がされた。 (甲 ■の 1,乙 9)

(6)本件境界線は,公図では直線で表記されており,公図におけるその他の土

地等の配列及び形状と現況とは概ね一致している。 (甲 1の 2)

(7)5033番 15の土地の現況は市道となっており, 5033番 4の土地に

は,別紙地積測量田EDCを結んだ線に沿って原告宅のプロック塀が建てら

れている。(乙 19)       一

2 .争点及び当事者の主張

(1)i日 5033番 4の土地の範囲 (本件土地が含まれるか)

(原告の主張)

ア 本件境界線は別紙地積測量国ABを結んだ直線であるから,本件土地は
.

旧5033番 4の土地に含まれる。

イ 尿告,被告間において,本件境界線についてなされた境界確認はいずれ

も次のとおり作成された書面に法令違反があるから,地方自治法 2条によ

つて無効となる_

(ア)昭和58年に実施された境界確認については,「公共用地境:界査定につ

いて」の文書の日付に改ざんの形跡があり,「承諸書」にも道路番号や日

付が入っておらず,書面中の日付等,地番は署名後に記入されている。

道路の幅員の確認についても立会は行われなかった。「立会記録兼成果

園」については曲がり点がなかつた従前の図面から変更されている。

m 平成 5年の境界確

“

では,公国の写しや土地所有者一覧表の添付がな

く,承露書にも氏名の誤記があるなど偽造が疑われる。また,昭和33

４
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1 
年の書面と一致しない測量図が作成されており,同測量目を原告は見な

いまま承諾書に署名した。

{勁 平成6年に実施された境界確認についても,作成された書面の申請日

と受付印の饉嬌があるし,公図や所有者一覧表の添付もない。承精書の

所有権者の署名にも疑義がある。

ば)平成7年の境界確認では,土地一覧表や図面の添付がない, 日付が事

実と異なるか空欄である,境界確認申鯖も,申館人となれない者が申請

人となつていたり,薇澤の承諾書を市議会議員が原告に持参したり, 日

付も誤つているなど問題がある。

(被告の主張)

ア 本件境界線の形状は,別紙地積詢量図AABを結んだ曲がり点のある形

状であり,本件土地は本件市道に含まれる。

イ
‐
原告主張の日付の饉薔等があることは認めるが,他の書面から所有者の

承略があったことは明らかであって,これらの文書が無効になるものでは

ない。        
・ ・

ウ 原告と被告の間では,平成 5年,平成 7年 8月 の発界薇

“

において,本

件土地が被告所有であることが確認されている.各境界確認申請における

境界立会の承躇書には被告を含めた立会者の署名,押印があり,成果図も

添付されている。

(2)5033番 15の土地の寄付の有効性

(原告の主張)

ア 被告は,本件寄附採納願に原告に無断で地番,面積を記入した。また,

5033番 15の土地を整記するに際し,被告は,原告が実印を押印した

・ 土地登記承諾書に住所氏名を無断で記入し,原告に無断で印撃登録証明書

を取得して所有権移棒登記手続を行った。
.イ

 
…

に関する承籠書 (乙 6)の 日付は平成 7年 12月 10日である
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はずなのに,平成 7年 9月 10日 と記入された。日承諸書を持参した市議

会議員は原告の代理人である奏に対し,同承諾書について道路拡幅の同意

書と虚偽の説明をして署名,押印を得た。

ウ 上記の被告の各行為は虚偽公文書作成罪に接当し,法令に反するもので

あるから,寄付行為は地方自治法第2条 17項により無効となる。

(被告の主張)

.ア

.被告は,本件市道の拡張に伴って丈量口を作成し,これに基づいF鋲・

キザミ等で本件土地に拡幅予定ラインを住民らに示した。漂告はこれを椰

織した上で寄付採納願を提出している。本件寄付行為は有効であり,地方

.■治法にも反することはない。

イ 原告は,本件寄付採納願を被告に提出したことで本件土地を寄付してお

つ ,本件寄付に原告が主張するような無効原因はない。原告は,被告が寄

付採納願に地番,面積を記入したことをもつて,法令に反する旨主張する

が,被告は拡幅予定ラインを原告に示しており,また,道路拡幅において

は,寄付採納願に基づいて当渡部分の分筆登記を行う関係上,寄付採舶嘔

・の提出時において,寄付部分の地番や地積は記入できないため,その旨説

明した上で,寄付採納顔を提出してもらつており,被告の手続に暇鶏はな

い。また,被告が印鑑登録饉明書を原告に無断で取得することもできない。

第3 当裁判所の判断

1 争点(11こついて   r

(1)ア 前記前提事実によれば,本件土地は現在本件市道として占有されており,

5033番 4の土地と5033番 15の土地の境界線は,本件第界線を基

・ 準として同形状に設定されたこと,原告は, 5033番 4の土地と503

3番 15の土地の境界線について,屈曲点がある前提でプロック塀を建立

して占有していること,本件土地については,昭和33年ころから,本件

境界線について直線ではなく,屈曲した形状として扱われていたことがい
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ずれも認められる。これらの点に関しては被告の主張が正当であることの

根拠となる。                 ¨

イ これに対し,前記のとおり,。公国によれば,本件境界線は直線で表記さ

れており「 この点をとらえると,本件土地が旧5033番 4の土地に含ま

れることの理由になる。

・
しかしながら,証拠によれば,被告の主張としても,その屈曲角度は大

きな鈍角であって,縮尺の程度によつては,直線と表記されても不自然で

.は ない。また,一般に,公図は,測量技術が未だ十分に発達していなかつ

た時代に作成されたものであり,各筆の土地相互間の境界の細部の形状な

どについては大まかに記載されていることも多いことからすると,公回の

表記のみを根拠として原告の主張を正当である根拠とすることは困難と言

わぎるを得ない。

ウ 以上の各事実を総合考慮して検討するに,被告の主張に沿う事情が存在
｀
し,公図の表瞬については,原告の主張を正当化するまでには至らないか

′ら,被告の主張のとおり,本件境界線については,点Aバ Bであると認め

る。すると,本件土地は,:日 5033番 4の土地に含まれない。

工 原告は,_昭和58年以降の境界織諄について,申請書の添付書類や承議

書の関係土地所有者の署名等に疑義があるなどと主薇するが,原告の主張

を前提としても,本祥境界線の現状についての認定を覆すものではないか

ら,原告の主張は採用できない。

2 争点2)について

(1}・ 原告は,被告が無断で本件書付採納顧に地番,地積を記入したことなどの

被告の行為が虚偽公文書作成罪にあたるから地方自治法により本件寄付採納

願が無効となる旨主張する。しかしながら,前記認定事実のとおり:原告は,

平成7年 12月 15日 ころ,本件市道の拡張に関して本件寄付採納崚に署名

し,実印を押印したこと,「不動産の明細」一覧に押印し,これを被告に交付

，
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したことが認められ,これに加えて①平成6年 11月 ころに本件市道の拡張

整備の要望書にも原告が署名押印していること (第 2:1(3)ア),②平成7年

9月 10日 ころに本件市道の拡張のために境界確認が行われたこと (第 2,

1(3)ウ ),0平成7年 10月 26日 には地積測量日が作成され,寄付部分につ

いてコンクリート杭やキザミ等が設置されていたことが認められる。これら.

の事実からすると,原告は,寄付の対象範囲を認識した上で本件寄付採納願

を被告に対して交付したと認められ,本件寄付採納願の地積等についての記

入権限を被告に委任していたことが推認される。これに反する事実は証拠上

記められず,本件寄付採納願に地番,地積を記入した被告の行為が何らかの

法令に反するものであつたとは認めることができない。原告の主張は採用で

きない。

(2}ア 原告は,本件寄付採納嘔の提出に先立つて行われた境界確認にかかる承

機書について平成 7年 12月 10日 であつたのに日付が偽造されているな

どとも主張する。 しかしながら,前提事実のとおり,平成 7年 9月 10日

に道路整備計画に伴う測量調査がなされる旨の文書が作成され, 9月 9日

及び10日 に調査の日程が組まれていたこと (乙 15)からすると,承諾

書の日付が事実と異なり偽造されたという原告の主張は採用できない。

イ 原告は,平成 7年 9月 に施行された本件市道の拡張に際してなされた境

界確認の承諾書について,道路拡幅の同意書との説明を受けていた旨主張

する。原告の主張の趣旨は判然としないが,承諾書の体畿上,道路境界の

確認であることが明示されており,これを認識し得なかつた事情等につい

ては何ら主張されておらず,原告の主張は採用できない。

ウ 原告は,被告は原告の印鑑登録証明書を無断で取得し=土地豊記承諾書

に押印だけをさせ,住所や氏名を被告が記入するなどした上で,5033
番 15の土地の所有権移転登記手続をした旨主螢する。原告の主張する事

実の存否はともかくとして,これらの事実の存否が5033番 15の土地

（
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の所有権の帰属に影響するとは認められず,原告の主張は採用しない。

3 以上のとおり,原告の請求は理由がないから棄却することとして:主文のと

おり判決する.
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